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新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間中からの段階的な教育活動の 
実施について（お知らせ） 

 
 
 このことについて、福島県教育委員会教育長から依頼があり、臨時休業期間中に本市一斉に分散登
校を実施することとなりました。本校では市教育委員会の指示を受け、下記の通り実施いたします。 
つきましては、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 
記 

１ 目的 
  一斉臨時休業の期間が延長されたことに伴い、その際の児童生徒の学習保障や心身の健康の保持
の観点から、臨時休業期間中、分散登校によって継続的に学習・生活支援を行い、学校再開に備え
るため。 

 
２ 期間 
  令和２年５月１４日(木)から学校再開まで 
 ※ 再開は、福島県知事による学校休業要請の解除後１週間以内を目安に決定される。 
 
３ 実施方法 
（１）１学級を分割して２つの教室を使い、机の間等のスペースをとる。 
（２）登校日を全学年、奇数学級・偶数学級及び曜日で分ける。生徒の１人当たりの登校日は週２日

とする。（学校再開日が未定のため、５月末までの予定とする。） 
〇 奇数学級の登校日：月曜日、木曜日 

５月１４日(木)、１８日(月)、２１日(木)、２５日(月)、２８日(木) 
〇 偶数学級の登校日：火曜日、金曜日 

５月１５日(金)、１９日(火)、２２日(金)、２６日(火)、２９日(金) 
  〇 えのき・けやき組は１１、１２日に登校した際に、学級担任より登校日の詳細を説明する。 
（３）登校日は通常８：１０登校。午前中通常授業４校時。弁当を食べてから１３：２０に下校する。 
（４）時間割は特別時間割とし、１１、１２日に登校した際に配付する。 
（５）部活動等の放課後の活動は行わない。 

 
４ 留意点 
（１）毎朝、検温とせき症状のチェックを忘れずに行い、「健康観察表」を提出する。 
（２）欠席する場合は、学校への連絡をお願いいたします。 
（３）登校の際には弁当の準備をお願いいたします。小・中学校が足並みを揃え、生活のリズムを取

り戻すための措置です。ご理解、ご協力ください。 
（４）午後の家庭生活は、これまで同様、不要不急の外出を控える等、お子様へのご指導お願いしま

す。 
（５）状況の変化により対応が変更されることも考えられます。緊急の場合は、メール、ホームペー

ジ等でお知らせします。不明な点等があれば、学校にご連絡ください。 
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